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答 申 

 

 

第１ 審議会の結論 

富山県知事（以下「実施機関」という。）が行った保有個人情報の不開示決定処分

（令和６年８月 15 日付けこ家第 473-1 号。以下「本件処分」という。）は、妥当であ

る。 

 

第２ 事案の概要 

１ 開示請求 

未成年である本人（以下単に「本人」という。）の法定代理人父（以下「法定代理

人」という。）は、令和６年６月 24 日付けで、個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 57 号。以下「法」という。）第 77 条第１項の規定により、実施機関に対し、

次に記載のとおり保有個人情報について開示請求を行った。 

令和５年 10 月５日、〇県〇市〇町〇番地〇、〇〇様宅で起こった出来事になりま

す。 

私の子のあやし方をめぐり、里帰りを行っていた私の妻と妻の実父母との親子喧嘩で

掴み合いとなったため、通報で警察が駆け付けました。児童相談所に連絡した事実や子

の状態が安全かどうかの事情や調査状況の開示をお願いします。 

 

２ 本件処分及び審査請求 

⑴ 本件処分 

実施機関は、開示請求のあった保有個人情報は、法第 78 条第１項第２号に規定す

る不開示情報に該当し、その存否を答えることにより、開示請求者以外の個人の権

利利益を害するおそれがあることを理由として、法第 81 条の規定により、本件処分

を行った。（下線の部分について） 

⑵ 審査請求 

法定代理人は、本件処分を不服として、令和６年８月 17 日付けで、行政不服審査

法（平成 26 年法律第 68 号）第２条の規定により、実施機関に対して審査請求（以

下「本件審査請求」という。）を行った。 

 

第３  本件審査請求の内容 

法定代理人が審査請求書等において主張する本件審査請求の趣旨及び理由は、概ね次

のとおりである。 

１ 趣旨 

  保有個人情報の開示をしない旨の決定処分の取消しを求める。 

 

２ 理由 
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  ⑴ 高岡児童相談所（以下「当該機関」という。）における役割及び秘密の保持につい

て 

    実施機関は、「当該機関は、法令等に基づき、こどもの福祉を図り、その権利を擁

護するため、当該機関の取り扱う情報の秘密保持に十分に配慮することが求められて

いる。」と弁明している。 

    しかし、令和６年３月 22 日付の富山家庭裁判所調査官報告書によると、令和５年

10 月５日に、妻は、本人の夜泣きを巡って負傷するまでの家庭内暴力（親子喧嘩）

を行い、妻が警察官に助けを求めて通報しており、その後、本人とシェルターに１月

以上避難することになった。この出来事は、配偶者からの暴力ではなく親子喧嘩であ

って、妻は加害者であり、被害者は巻き込まれた本人である。被害者にとっての安全

を第一に考えるのであれば、一番の被害者である本人の人権を尊重すべきである。 

 

  ⑵ 法第 78条第１項第２号ただし書ロの該当性について 

    乳児期の子は、親子喧嘩、警察の関与、シェルターへの避難等不適切な監護状況が

原因で、発達障害や情緒不安定、脳へのダメージを起こす可能性があり、これらの行

為は児童虐待に該当すると思われる。 

また、実施機関は弁明書において、当該保有個人情報が、人の生命、健康、生活又

は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報に該当する場合で

あっても、当該機関の業務に鑑みると、不開示にすることによる開示請求者以外の個

人の権利利益の保護が優先されると弁明しているが、法定代理人が令和６年６月 24

日付で当該機関へ本人の保有個人情報開示請求をしたところ、当該機関が作成した本

人に関する記録があることが判明した。 

この事実は、シェルターに入居することとも密接に関連しており、本人を含む人の

生命、健康等に被害が生じる事態が起こっていたため、国の通達に基づき当該機関が

介入したものであり、児童虐待又は児童虐待が疑われるケースに該当すると思われ

る。よって、本開示請求に係る保有個人情報が、不開示にすることにより保護される

第三者の権利利益よりも、本人を含む人の生命、健康等の利益を保護することの必要

性が上回ることは客観的に明白である。 

 

  ⑶ 法第 79条及び第 80条の該当性について 

実施機関は弁明書において「法第 79 条の規定には該当しない」と弁明している

が、法定代理人の主張は、信義則上正当な利益を有する者の主張であり、法第 79 条

に基づく部分開示や法第 80 条に基づく裁量開示を行うべきである。 

 

第４ 実施機関の説明 

   実施機関が弁明書及び審議会における意見聴取において説明した本件処分に係る理由

の要旨は、次のとおりである。 

 

１ 当該機関における役割及び秘密の保持について 
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   当該機関は、児童福祉法第 12 条に基づき設置され、市町村と適切な協働・連携・役

割分担を図りつつ、こどもに関する家庭その他からの相談に応じ、こどもが有する問題

又はこどもの真のニ－ズ、こどもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々のこども

や家庭に適切な援助を行い、もってこどもの福祉を図るとともに、その権利を擁護する

ことを主たる目的としている。 

   また、当該機関の相談援助活動は、こども、保護者等の人権に十分配慮しながら行う

とともに、常にこどもの最善の利益を図ることを最優先に行わなければならず、職員は

職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならないことや、当該機関の職員は、

その職務上知り得た事項であって、児童虐待に係る通告をした者を特定させるものを漏

らしてはならないことが法令等で定められている。 

   また、児童福祉法により設置する要保護児童対策地域協議会は、同協議会の構成機関

内における要保護児童等の支援を図るための必要な個人情報等の共有は許容される一

方、その構成機関である地方公共団体の機関については、その職員又は職員であった者

に対し、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない

こととされており、これに違反すると処罰の対象となる。 

   従って、当該機関は、法令等に基づき、こどもの福祉を図り、その権利を擁護するた

め、当該機関の取り扱う情報の秘密保持に十分に配慮することが求められている。 

 

３ 法第 78条第１項第２号本文の該当性について 

   当該機関が保有する記録は、当該機関が受理した相談等について連絡者や保護者、児

童等の内容を記録した文書であり、任意の様式で記録することが一般的だが、関係機関

によっては、特定様式により連絡を行うものもある。 

法定代理人は本件開示請求において、当該機関に連絡した事実の開示を求めている

が、連絡した事実の記録の存否を答えるだけで、本人以外の特定の個人が当該機関を利

用したか否かが明らかになるため、法第 81 条に基づき、その存否を明らかにせず開示

請求を拒否したことは妥当と考える。 

 

４ 法第 78条第１項第２号ただし書ロ及び７号の該当性について 

   法定代理人は、当該保有個人情報は、法第 78 条第１項第２号ただし書ロに規定する

「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認めら

れる情報」に該当すると主張しているが、該当するかどうかは不知であり、仮に該当す

る場合であっても当該機関の業務に鑑みると、不開示にすることによる開示請求者以外

の個人の権利利益の保護が優先されることから、当該保有個人情報は不開示情報に該当

する。 

また、不開示にすることにより、当該機関と関係機関等との信頼関係を維持し、今後

の情報共有を円滑に実施することによる当該機関の業務の適正な遂行が優先されること

から、当該保有個人情報は不開示情報に該当する。 

 

５ 法第 79条の非該当性について 
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   法定代理人は法第 79 条の規定により、当該保有個人情報について不開示情報を除い

た部分につき開示しなければならないと主張しているが、これを否認する。３で述べた

とおり、法第 81 条に基づき、本件開示請求において、保有個人情報の存否を答えるだ

けで本人以外の特定の個人が当該機関を利用したか否かが明らかになり、開示請求者以

外の特定の個人の権利利益が害されるおそれがあるため、存否を明らかにしないで開示

請求を拒否したのであり、法 79 条の規定には該当しない。 

 

第５ 本件処分に対する審議会の判断 

本件審査請求の対象とされている保有個人情報は、令和５年 10 月５日に、法定代理

人の子である本人のあやし方をめぐり、里帰りを行っていた法定代理人の妻と妻の実父

母との親子喧嘩で掴み合いとなり、通報で警察が駆け付ける事態となったことから、当

該機関に連絡した事実についての情報であり、法定代理人が本件審査請求を行ったもの

である。 

当審議会では、法定代理人及び実施機関それぞれの主張や、当該機関の役割を踏まえ

たうえで、実施機関が不開示（存否応答拒否）決定を行った本件処分の不開示情報該当

性について、次のとおり判断する。 

 

１ 本件処分における法第 78条各号の該当性について 

⑴ 法第 78条第１項第２号本文該当性について 

実施機関の説明によると、当該機関が保有する記録は、当該機関が受理した相談等

について連絡者や保護者、児童等の内容を記録した文書であるとのことである。 

法定代理人は本件開示請求において、当該機関に連絡した事実に係る一切の開示を

求めているが、連絡した事実、その記録の存否を答えるだけで、本人以外の特定の個

人が当該機関を利用したか否かという情報が明らかになるため、同号に規定する「開

示請求者以外の個人に関する情報」に該当することから、本件処分を行った旨、説明

している。 

そこで検討すると、本人以外の特定の個人が当該機関を利用したか否かという情報

は、当該機関の業務内容から鑑みるに、子である本人の個人情報であると同時に本人

以外の特定の個人（親権者等）に係る相談援助業務に係る記録に関する情報であるこ

とから、開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することが

できる情報であると認められる。 

よって、本人以外の特定の個人が当該機関を利用したか否かという情報は、法第

78 条第１項第２号本文に該当する。 

 

⑵ 法第 78条第１項第２号ただし書ロの該当性について 

法定代理人は、令和６年６月 24 日付けの保有個人情報の開示請求で、当該機関が

作成した本人に関する記録があったことは、児童虐待又は児童虐待が疑われるケース

に該当する事案として当該機関が判断をしたものと考えられ、本人の生命、健康等に

被害が生じる事態が起こっているため、本開示請求に係る保有個人情報を不開示にす
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ることにより保護される本人以外の個人の権利利益よりも、本人の生命、健康等の利

益を保護することの必要性が上回ることは客観的に明白であり、同号ただし書ロに該

当する旨、主張している。 

一方、実施機関は、仮にこの規定に該当する場合であっても、当該機関の業務に鑑

みると、不開示にすることによる開示請求者以外の個人の権利利益の保護が優先され

ることから、当該保有個人情報は不開示情報に該当する旨、説明している。 

「富山県個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」によれば、開

示請求者以外の個人に関する情報について、不開示にすることにより保護される開示

請求者以外の個人の権利利益よりも、開示請求者を含む人の生命、健康等の利益を保

護することの必要性が上回ると認められる場合には、当該情報は開示する。現実に、

人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然

性が高い場合も含まれる。この比較衡量に当たっては、個人の権利利益には様々なも

のがあり、また、人の生命、健康、生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の

程度に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討を行うものとすることとし

ている。 

そこで検討すると、本件開示請求に係る情報は、実施機関が保有する特定の個人に

関する情報であることから、本件開示請求については、特定の個人が実施機関及び関

係機関と何らかの関わりを持ったか否かという情報を含め、本人以外の特定の個人が

当該機関を利用したか否かという情報を開示することによって確保される本人の生

命、健康、生活又は財産の権利利益と、不開示とすることによって保護される第三者

の権利利益を比較衡量すると、前者の利益が後者の利益より優先されるべき特段の事

情は認められなかった。 

よって、本人以外の特定の個人が当該機関を利用したか否かという情報は、同号た

だし書ロには該当しない。 

 

⑶ 法第 78条第１項第７号の該当性について 

当該機関の相談援助業務に係る記録については、児童又は親権者等への開示を前

提とせずに記載されるものもあり、開示した場合に、児童又は親権者等との信頼関

係を損なうおそれのある情報なども含まれる。開示を前提として記載内容に配慮し

た場合、本来記載が必要な情報であっても、そうした事態を避けるために記載内容

が抽象化すること等も想定される。 

また、これらの情報を開示した場合、当該機関が行う相談対応、調査、判定、処

遇方針等が明らかになることで、いたずらに児童や親権者等の不信感を募り当該機

関との信頼関係を損なうほか、今後の相談援助内容の決定に利害関係者等の介入を

招くことなど、当該機関の相談援助業務及び将来の同種の事務・事業の適正な遂行

に支障が生ずるおそれがあると認められ、結果として児童又は親権者等に不利益を

生じさせるおそれがあることから、実施機関の主張する支障は、実質的なものと認

められ、法的保護に値する蓋然性があるものといえる。 
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よって、本人以外の特定の個人が当該機関を利用したか否かという情報は、法第

78 条第１項第７号に該当する。 

   

２ 法第 81条の該当性について 

開示請求に係る保有個人情報の内容によっては、その存否を明らかにするだけで、

法第 78 条第１項各号に規定する不開示情報が請求者に明らかとなる場合があること

から、このような場合には保有個人情報の存否を明らかにせずに不開示決定を行うこ

とを認めているのが、法第 81 条の規定である。 

上記１で検討したとおり、本人以外の特定の個人が当該機関を利用したか否かと

いう情報（以下「本件存否情報」という。）は法第 78 条第１項第２号本文の不開示

情報に該当し、その存否を明らかにするだけで、特定の個人に関する不開示情報を

開示することになるため、法第 81 条の規定により保有個人情報の不開示決定（存否

応答拒否）を行った実施機関の本件処分は妥当であったと認められる。 

 

３ 法定代理人のその他の主張について 

本件存否情報は、上記２のとおり、法第 81 条の規定による存否応答拒否が妥当であ

ると認められることから、法第 79 条の該当性については、判断しない。 

また、法第 80 条の裁量的開示については、当該規定に基づく開示を行わなかった実

施機関の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは認めることはできない。 

 

４ 結論 

   以上の理由から、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審議会の開催経過 

   審議会の開催経過の概要は、下記のとおりである。 

 

 審議会の開催経過の概要 

年 月 日 内    容 

令和６年 12 月 10 日 実施機関から諮問書を受理 

令和７年２月 14 日 

（第 88 回審議会） 

諮問事案の概要説明 

 

令和７年３月 27 日 

（第 89 回審議会） 

実施機関から意見を聴取 

審議 

令和７年６月３日 

（第 90 回審議会） 
審議 

令和７年７月８日 

（第 91 回審議会） 
審議 
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